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農山漁村振興交付金 

（山村活性化対策（山村活性化対策事業））募集要領 

 

 

第１ はじめに 

山村は、国土の保全、水源のかん養など、森林及び農業の有する多面的機能の発

揮に大きな役割を担う重要な地域ですが、人口減少・高齢化等の影響により、こう

した機能を十分に発揮させるために不可欠な地域の維持が困難となりつつありま

す。 

このため、農林水産省では、農山漁村振興交付金（以下「振興交付金」という。）

において、山村振興法（昭和 40 年５月 11 日法律第 64 号。以下「法」という。）で

指定された振興山村を対象に、特色ある農林水産物や、固有の自然・景観、伝統文

化等の地域資源を活用した新商品・サービスの開発・販路拡大等を通じ、地域経済

の活性化を図り、所得・雇用の増加を目指す取組に対し、「山村活性化対策」とし

て支援を行います。 

山村活性化対策事業の活用を希望される場合は、農山漁村振興交付金（山村活性

化対策）実施要領（以下「実施要領」という。）を踏まえつつ、この募集要領によ

り応募してください。応募に当たっては、実施要領及び募集要領のほか、農山漁村

振興交付金交付等要綱（以下「交付等要綱」という。）も御理解の上、第３に定め

る必要な書類を次の募集期間内に御提出願います。 

なお、本募集要領は、実施要領第５の１に定める選定に係る申請について定めて

います。 

   

募集期間：令和８年５月 11 日（月）から令和８年５月 28 日（木）17 時まで 

 

第２ 事業内容等 

募集対象事業は、実施要領第２の１に規定する事業であり、具体的には別表のと

おりです。 

 

第３ 提案書の作成、提出等 

１ 応募に必要な書類 

（１）農山漁村振興交付金事業実施提案書（別添） 

農山漁村振興交付金事業実施提案書（以下「提案書」という。）は、別添の

標準様式を用い、事業の取組内容や主な経費、実施体制等の具体的な計画につ

いて記入願います。 

過去に山村活性化対策事業に取り組んだ実績がある場合は、様式中の「添付

説明」に過去の実績概要について記入願います。 

なお、交付金の対象となる経費は、実施要領第７及び本募集要領別紙のとお

りです。 
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（２）協議会規約（地域協議会が提案主体となる場合） 

各構成員が同意した実施要領第３の１（１）から（７）に規定する次に掲げ

る事項を定めた規約等を提出願います。 

ア 目的 

イ 構成員（市町村を含むものとする。）、事務局（事務局は事業の実施対象

である振興山村内又は振興山村を所轄する市町村の地域内に設置し、事務局

の経理事務は振興山村を所轄する市町村が監督するものとする。）、代表者

及び代表権の範囲 

ウ 意思決定方法 

エ 解散した場合の地位の承継者及び残余財産の処分方法 

オ 事務処理及び会計処理の方法 

カ 会計監査及び事務監査の方法 

キ アからカまでに掲げる事項のほか、運営に関して必要な事項 

（３）事業実施体制図（様式自由） 

（４）事業費の算出決定の根拠となる資料 

ア 賃金及び謝金については、単価の適切な根拠資料 

イ 旅費については、旅費規程など適切な根拠資料 

ウ その他の事業費（委託費・役務費・消耗品費・使用料等）については、積

算、事業者からの見積書・料金表の写し等の根拠資料 

 （５）山村振興計画（令和７年法改正の内容が反映され、かつ地域資源の活用施策

の記載があるもの。作成または変更手続き中の場合は、都道府県との協議文又

は案文を添付すること。） 

（６）振興交付金のうち地域資源活用価値創出対策（地域資源活用価値創出整備事

業（定住促進・交流対策型））と関連する場合 

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律（平成

19 年法律第 48 号）第５条第１項に規定する活性化計画 

（７）地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）第５条第１項に基づく地域再生計画と

関連する場合 

地域再生計画 

（８）強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭

化基本法（平成 25 年法律第 95 号）第 13 条に定める国土強靭化地域計画と関

連する場合 

国土強靭化地域計画 

（９）みどりの食料システム戦略推進交付金を活用して策定した有機農業実施計画

または「オーガニックビレッジの創出による有機農業産地づくりの更なる推進

について（令和７年 10 月 30 日付け７農産第 3153 号農産局長通知）」に基づき

認定された有機農業実施計画と関連する場合 

   有機農業実施計画 

 （10）その他、関連する施策 

当該地区が、下記に該当する場合、そのことが分かる資料 
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   ・世界農業遺産認定地域 

   ・日本農業遺産認定地域 

   ・世界かんがい施設遺産登録施設 

   ・指定棚田地域 

・市町村又は事業実施主体が環境負荷低減事業活動実施計画、特定環境負荷低

減事業活動実施計画、基盤確立事業実施計画を策定している地域 

   ・デジ活中山間地域 

 

※（５）から（10）について、それぞれの計画（概要）等がウェブサイトで公

開されている場合、当該 URL を提案書の該当箇所に記入いただければ、写し

や PDF の提出は不要です。 

※（５）について、都道府県との協議中であれば、当該協議書の写しをもって

可とします。協議前の案文を提出する場合は、了解の得られている段階のわ

かるもの（決裁文書の写し等）を添付してください。 

※（７）及び（８）について、写しや PDF で提出する場合は、赤枠で囲うなど

該当する箇所が分かるようにしてください。 

 

２ 応募に当たっての留意事項 

（１）事業実施地域が法に基づく振興山村に指定されている地域であり、かつ、当

該地域を管轄する市町村により、法に基づく山村振興計画が作成されているこ

とが実施条件となります。（山村振興計画が作成されているかどうかについて

は、当該市町村に確認してください。また、山村振興計画は、令和７年の法改

正を踏まえたものであること。） 

（２）提案者（地方公共団体を除く。）が、提案書及び添付書類（以下「提案書類」

という。）の提出日から過去３年以内に、次のいずれかに該当することにより、

補助事業等の交付決定の取消しを受けた、又は交付決定の取消しによらず補助

金等の返還を行っている場合は、本事業の選定の対象となりません。 

ア 補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の

交付の決定の内容又はこれに附した条件その他の法令又はこれに基づく各省

各庁の長の処分に違反した 

イ 間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法

令に違反した 

（３）（２）における過去３年の起算点は、次のとおりとします。 

ア 交付決定の取消しを受けた場合は、交付決定取消しを受けた日 

イ 交付決定の取消しによらず補助金等を返還した場合は、補助金等の返還を

行った日 

 

 

３ 提案書類の提出方法等 

（１）提出方法 
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提案書類の提出は、第８に記載する提案書類提出先に次のア又はイのいずれ

かの方法で提出してください。また、トラブル防止のため、応募書類を送付し

た後、第８の電話番号まで送付した旨を必ず御連絡ください。 

ア 電子データにより提出する場合 

提出先のメールアドレスにメールの件名を「山村活性化対策事業への応募

（応募者名）」とし、本文に「連絡先」と「担当者名」を必ず記載して下さ

い。電子メールに添付する電子データ（提案書については、オリジナルデー

タ及び PDF の両方。１の（２）～（９）の各資料については PDF 形式。）は、

圧縮せずに、１メール当たり 10MB 以下とするとともに、複数の電子メールと

なる場合には、「山村活性化対策事業への応募（応募者名）・その〇（〇は

連番）」と記載してください。 

イ 書類により提出する場合 

各地域別の提出先に、郵送又は宅配便（バイク便を含む。）により御提出

願います。 

書類を提出される場合でも、電子ファイルとして保存した CD-R 等の電磁

的記録媒体も一緒に提出ください。 

郵送の場合は、簡易書留、特定記録等、配達されたことが証明できる方法

によってください。また、提出期限前に余裕をもって投函するなど、必ず提

出期限までに到着するようにしてください。 

やむを得ない場合には、持参も可としますが、FAX による提出は、受け付

けません。 

（２）提出期限 

    令和８年５月 28 日（木）17 時まで（郵送の場合は同日 17時必着）  

（３）提出に当たっての留意事項 

ア 提案書類において事業実施主体として不適格と判断される記載がある場

合又は提案書類に虚偽の記載、必須となっている添付書類の添付漏れなど不

備がある場合には、審査対象とならない場合がありますので、注意して作成

願います。 

イ 提出する提案書類は、提案者１者につき１点に限ります。 

ウ 提案書類の提出部数は１部です。（提出いただく提案書類につきましては、

コピーの原紙として使用しますので、そのままコピーできるようＡ４片面ク

リップ留め、電子データによる提出の場合はＡ４サイズで印刷可能な設定で

提出してください。） 

エ 提案書類の作成及び提出に要する一切の費用は提案者の負担とし、提案書

類の返却は行いません。 

オ 提出された提案書類については、機密保持に努め、国の審査以外には使用

いたしません。 

カ 提出された提案書類については、必要に応じて内容について問い合わせを

いたします。 
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第４ 説明会の開催 

本事業に係る説明会に代えて、ホームページに説明資料を掲載しますので質問

等がありましたら、第８の問合せ先までお問い合わせ願います。 

 

第５ 提案書の選定等 

１ 選定方法 

地方農政局等（事業を実施しようとする地域が北海道に所在する場合にあって

は農林水産省農村振興局、それ以外の都府県に所在する場合にあっては地方農政

局をいう。以下同じ。）の事業所管課では、提出された提案書類の内容について、

書類審査を行い、それらの審査結果を基に山村活性化対策事業の事業実施主体候

補者（以下「事業実施候補者」という。）の案を決定します。 

選定内容については非公開とし、事業実施候補者の案の決定に関わる審査の経

過、審査結果等に関する一切の質問を受け付けません。 

 

２ 審査の観点 

（１）事業の趣旨、目的の理解度及び事業の必要性 

ア 振興交付金の趣旨及び目的を理解した取組であるか。 

イ 地域の課題及びニーズに対応した取組であるか。 

ウ 地域資源の特性を踏まえた活用により、経済活性化が期待できる取組とな

っているか。 

エ 事業目的や目標、実施手法について関係者間及び地域の多様な主体との情

報共有・連携・合意形成を行うための適切な手法が取られているか。 

 

（２）事業実施による効果、自立的・持続的な取組への展開及び有効性 

ア 事業目標の設定は妥当であるか。 

イ 設定した目標の達成に向けた適切な事業計画となっているか。 

ウ 地域での自立的な取組の実施が期待できる内容となっているか（内発的発

展に資する取組となっているか）。 

エ 事業完了後も取組が継続されることが期待できる内容となっているか。 

オ 事業期間中に、事業実施後の販売等の体制の確立が見込める内容となって

いるか。 

 

（３）事業の実現性及び効率性 

ア 事業目標の達成の実現性が高い内容となっているか。 

イ 事業費の効率的な執行が見込まれるか（一過性のイベントへの支払い経費

に偏っていないか等）。 

ウ 事業費に見合う成果の発現が期待されているか。 

 

（４）実施体制の妥当性 

  活動組織は適切な範囲・役割となっているか。 
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（５）他の事業との非類似性 

 過去に同一の振興山村内で山村活性化対策事業に取り組んだ実績がある場合、

その取組と内容等が重複・類似していないか。 

 

３ 選定結果の連絡 

審査の結果を踏まえ、地方農政局等の事業所管課より事業実施候補者となった

提案者に対してその旨を、それ以外の提案者に対しては事業実施候補者とならな

かった旨をそれぞれ連絡いたします。 

選定結果の連絡は、交付候補者となったことをお知らせするものであり、交付

金の交付は、別途必要な手続きを経ていただく必要があります。実施要領第６に

規定する事業の実施手続にあたっては、必ずしも提案書どおりの内容が承認され

るものではありませんので御留意ください。 

 

第６ 事業実施に当たっての留意事項 

１ 重複申請の制限  

同一の提案内容で他の事業（農林水産省、他省庁等の補助事業等）への申請を

行っている場合には、申請段階（交付候補者として選定されていない段階）で本

事業に応募することは差し支えありませんが、他の事業への申請内容及び他の事

業の選定の結果によっては、本事業の審査の対象から除外され、又は事業実施候

補者の選定の決定若しくは振興交付金の交付決定が取り消されることがあります。  

 

２ 事業の推進  

事業実施候補者は、交付等要綱及び実施要領の内容を遵守し、事業全体の進行

管理、事業成果の公表等、事業の推進全般についての責任を負うこととなります。

特に、交付申請書、計画変更に伴う各種承認申請書及び報告書については、示さ

れた提出期限を遵守してください。 

 

３ 振興交付金の経理  

事業実施候補者は、交付を受けた振興交付金の経理（預金口座の管理、会計帳

簿への記帳・整理保管、機器整備等財産の取得、管理等をいう。以下同じ。）の実

施に当たっては、次の点に留意する必要があります。  

（１）交付を受けた振興交付金の経理に当たって、補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）、補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）及び農林畜水産業関係

補助金等交付規則（昭和 31 年農林省令第 18 号。以下「交付規則」という。）

に基づき、適正に執行すること。 

（２）振興交付金の経理は、他の事業等と区分し、事業実施候補者の会計部署等  

において実施すること。  
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４ 収益状況の報告及び納付 

事業実施候補者は当該事業により収益が生じた場合には、交付等要綱に従い収

益の状況を報告することとし、相当の収益を得たと認められるときには、交付を

受けた振興交付金の額を限度として、当該振興交付金の全部又は一部に相当する

金額を国に納付していただきます。 

 

５ 振興交付金の返還について 

振興交付金の交付決定以前に本事業に着手するなど、補助金適正化法に違反し

て振興交付金を使用した場合は、振興交付金の交付決定が取り消され、受け取っ

た振興交付金の全部又は一部について返還を求めることがあります。 

 

６ 罰則について 

不正な手段により振興交付金の交付を受けるなどをした場合は、懲役又は罰金

の刑が科せられることがありますので注意願います。 

本事業の実施に当たり、調査等を行う場合があります。 

 

第７ その他 

事業実施計画が承認された場合には、事業実施計画の提案者に対し、事業評価年

度以降も事業効果の把握のための調査について協力をお願いすることがあります。

調査には必ず協力してください。また、調査内容によっては、地域協議会の構成員

や連携主体に協力いただくこともありますので、あらかじめ周知願います。 

 

第８ 問合せ先及び書類提出先 

お問合せについては、以下の連絡先に電話又はメールにより問合せ願います。な

お、業務の都合等により、お問合せに即時に対応できない場合がありますので予め

御了承ください。 

（問合せ対応時間：10:00～12:00 及び 13:00～17:00 ※平日のみ） 

主たる事務所の所在地 

（事業実施地域※） 
問合せ先及び提案書類の提出先 

北海道 農林水産省農村振興局農村政策部地域振興課  

〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1 

TEL：03-6744-2498 

E-Mail：sansonbosyuu01@maff.go.jp 

青森県、岩手県、宮城県、

秋田県、山形県、福島県 

農林水産省東北農政局農村振興部農村計画課 

〒980-0014 

宮城県仙台市青葉区本町 3-3-1 

TEL：022-263-1111（内線 4137、4059） 

E-Mail：sansonbosyuu2@maff.go.jp 

茨城県、栃木県、群馬県、 農林水産省関東農政局農村振興部農村計画課 
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埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、山梨県、長野

県、静岡県 

〒330-9722 

埼玉県さいたま市中央区新都心 2-1 

TEL：048-600-0600（内線 3462、3411） 

E-Mail：sansonbosyuu3@maff.go.jp 

新潟県、富山県、石川県、

福井県 

農林水産省北陸農政局農村振興部農村計画課 

〒920-8566 

石川県金沢市広坂 2-2-60 

TEL：076-263-2161（内線 3415、3418） 

E-Mail：sansonbosyuu4@maff.go.jp 

岐阜県、愛知県、三重県 農林水産省東海農政局農村振興部農村計画課 

〒460-8516 

愛知県名古屋市中区三の丸 2-6-2   

TEL：052-223-4629 

E-Mail：sansonbosyuu5@maff.go.jp 

滋賀県、京都府、兵庫県、

奈良県、和歌山県 

農林水産省近畿農政局農村振興部農村計画課 

〒602-8054 

京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 

TEL：075-414-9051 

E-Mail：sansonbosyuu6@maff.go.jp 

鳥取県、島根県、岡山県、

広島県、山口県、徳島県、

香川県、愛媛県、高知県 

農林水産省中国四国農政局農村振興部農村計画課 

〒700-8532 

岡山県岡山市北区下石井 1-4-1 

TEL：086-224-4511（内線 2522、2385） 

E-Mail：sansonbosyuu7@maff.go.jp 

福岡県、佐賀県、熊本県、

大分県、宮崎県、鹿児島

県 

農林水産省九州農政局農村振興部農村計画課 

〒860-8527 

熊本県熊本市西区春日 2-10-1 

TEL：096-211-9111（内線 4611、4625） 

E-Mail：sansonbosyuu8@maff.go.jp 

※大阪府、長崎県、沖縄県には振興山村の指定はなく、本事業対象となり得ないこと

から、これら１府２県を除いている。 
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別表 事業内容及び選定要件 

事項 具体的な事業内容 選定要件 交付率及び助成額 

山村活性化対策

事業 

 

（１）地域資源の賦存・利用状況等の調査 

ア 事業の実施地域の農林水産物やその加工品等の賦

存量、利用状況や形態、潜在的な活用可能量・方法等

の調査等 

イ 農林水産業に関連する地域人材やそのノウハウ、

伝統的な技術・知恵、既存の加工販売施設、固有の自

然・景観等の調査 

 

（２）地域資源を活用するための合意形成、組織づくり、

人材育成 

ア 農業者・林業者をはじめとする地域住民が協力し

て行う地域資源の活用に向けた住民意向調査、実施

体制づくりや活動組織づくりに向けたワークショッ

プ開催、活動計画づくりに向けた調査・検討等 

イ （１）及び（３）の取組実施、人材育成に必要な技

術やノウハウ等に係る実践研修等 

 

（３）地域資源の消費拡大や付加価値向上等を図る取組及

び販売促進 

ア 新商品開発に向けた取組 

事業の実施地域の農林水産物その他の地域資源を

活用し、付加価値を向上させた新たな特産物（サー

ビス及び業務用一次加工品も含む。）の開発に向け

た試作、安全性や品質等の確保のための成分分析や

調査、商品開発に当たっての市場調査（現状分析）

次に掲げる全ての要件を満たす

こと。 

（１）事業の実施地域が振興山村を有

する市町村であって、山村振興法

に基づき山村振興計画が作成さ

れ、山村振興に取り組んでいる地

区であること。 

（２）実施地域に賦存する地域資源を

活用する取組であること。 

（３）具体的な事業内容欄の（１）か

ら（３）までのいずれかに取り組

む事業であること。ただし（１）

もしくは（２）に取り組む場合は

少なくとも（３）のア及びイのい

ずれか一方の取組と合せて実施

すること。 

なお、具体的な事業内容欄の

（３）のウからオのいずれかに

取り組む事業については、取組

が山村振興に資することが確実

に認められ、また、自立的・継続

的な成果となることが確実に見

込めるものであること。 

（４）事業実施計画には、新商品の

開発（既存商品の改良含む。以

交付率及び助成額は、

以下のとおりとする。 

（１）交付率は、定額と

する。 

（２）助成額は、1,000万

円を上限とする。 

 



 
- 10 - 

等 

イ 既存商品の改良に向けた取組 

地域資源を活用した既存の特産物（サービスを含

む。）の付加価値向上等を図るための改良に向けた

試作、安全性や品質等の確保のための成分分析や調

査、商品改良に当たっての市場調査（現状分析）等 

ウ 開発・改良商品の販売に向けた取組 

開発・改良商品についてのブランディング、商品

名・パッケージデザインや他商品等と差別化を図る

取組、価格戦略（価格設定等）検討のための取組、継

続的な販売体制の構築のための取組等 

エ 販路開拓・拡大に向けた取組 

開発・改良商品について、さらにその販路開拓・拡

大するための各種プロモーション（試験販売、広報

活動及び展示会・商談会への出展）や販売方法の充

実に向けた取組等 

オ その他関連する取組 

 

 

下「新商品の開発等」という。）

に至る計画及び目標時期を明確

にするとともに、事業の実施に

よって実現しようとする目標

（販売額 、雇用、新商品の開発

等に係る目標）を設けること。 
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別紙 対象経費の区分等  

区   分 経   費 

１  人件費 臨時に雇用される事務補助員等の賃金 

２  報償費 謝金 

３ 旅費 普通旅費及び特別旅費（委員等旅費、調査等旅費等） 

４ 需用費 消耗品費、車両燃料費、印刷製本費等（会議費は助成の対象外） 

５ 役務費 通信運搬費、手数料、筆耕・翻訳費、広告料等 

６ 委託料 コンサルタント等の委託料（原則として年度ごとの事業費の５割

までとする。ただし、「入札・契約手続等の一層の改善について」

（平成 21 年３月 18 日 20 経第 2075 号農林水産省大臣官房

経理課長通知）別紙の４の（２）のアに定める適用除外業務に当

たる業務の委託にあっては、この限りではない。この場合におい

て、「委託先」は「事業実施主体」と、「再委託」は「委託」と、

「再委託先」は「委託先」と、「契約担当官等」は「地方農政局

長等」と読み替えるものとする。） 

７ 使用料及び賃借料 会場、貨客兼用自動車、事業用機械器具等の借料及び損料 

８ 備品購入費 事業の実施に最低限必要な事業用機械器具等の購入費（減価償却

資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）別

表等による耐用年数（以下単に「耐用年数」という。）が３年以

下のものに限る。） 

９ 報酬 委員手当及び技術員手当（給料、職員手当（退職手当を除く。）） 

10 共済費等 共済組合負担金、社会保険料、損害保険料等 

11 補償費 補償に要する費用 

12 資材等購入費 事業の実施に必要な資材購入費、調査試験用資材費等（耐用年数

が３年以下のものに限る。） 

13  機械賃料 作業機械、機材等賃料経費等 

14  研修手当 実践研修に要する経費の手当 

 

注意点 

１ 交付対象経費として計上する経費には、他の官公庁や自治体等の支援制度を併用する

ことは認められません。 

２ 本事業の遂行に関係のない経費（例えば、飲食、煙草、手土産、接待費等）は交付対

象とはなりません。 

 


